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京都市情報公開条例第１８条第１項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

 

平成２９年６月７日付け子は第３５号をもって諮問のありました下記のことについて，別

紙のとおり答申します。 

 

 

記 

 

 

市会常任委員会における理事者報告の想定問答集の公文書一部公開決定事案（諮問情第１

０７号） 
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（別紙） 

 

１ 審査会の結論 

 

 諮問庁が行った公文書一部公開決定処分は妥当である。   

 

２ 審査請求の経過 

 

 ⑴ 審査請求人は，平成２９年３月２７日に諮問庁に対して，京都市情報公開条例（以下

「条例」という。）第６条第１項の規定により，下記の内容の公開を請求した。（以下

「本件請求」という。） 

  ＜請求内容＞ 

    市会常任委員会における理事者報告の「Ｑ＆Ａ」（想定問答集） 

    対象は以下のとおり 

   ア 【平成２７年９月 教育福祉委員会（第９回）-０９月０９日-０９号】 

      ・児童養護施設迦陵園施設長の逮捕について 

   イ 【平成２７年１１月 教育福祉委員会（第１２回）-１１月１１日-１２号】 

      ・児童養護施設「迦陵園」に対する特別監査実施結果について 

   ウ 【平成２７年１２月 教育福祉委員会（第１３回）-１２月０４日-１３号】 

      ・児童養護施設迦陵園の入所児童虐待疑い事案に係る個人情報流出疑い事案の

調査及び関係職員の処分について 

   エ 【平成２８年３月 教育福祉委員会（第１９回）-０３月１７日-１９号】 

      ・児童養護施設「迦陵園」の現況及び前施設長の再逮捕について 

 

 ⑵ 諮問庁は，本件請求について，公開又は非公開の判断に時間を要し，条例第１１条第

１項に規定する期間内に決定することができなかったため，平成２９年４月１０日に同

条第２項の規定により，決定期間延長通知書を審査請求人に送付した。 

 

 ⑶ 諮問庁は，本件請求に係る公文書として下記の文書（以下「本件公文書」という。）

を特定したうえ，公文書一部公開決定処分（以下「本件処分」という。）をし，平成２

９年４月２４日付けで，その旨及びその理由を後述する４⑵ア，イ，ウ及びエのとおり

審査請求人に通知した。 

 

     市会常任委員会における理事者報告の「Ｑ＆Ａ」（想定問答集） 

    ア 【平成２７年９月 教育福祉委員会（第９回）-０９月０９日-０９号】 

      ・児童養護施設迦陵園施設長の逮捕について 

    イ 【平成２７年１１月 教育福祉委員会（第１２回）-１１月１１日-１２号】
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      ・児童養護施設「迦陵園」に対する特別監査実施結果について 

    ウ 【平成２７年１２月 教育福祉委員会（第１３回）-１２月０４日-１３号】 

      ・児童養護施設迦陵園の入所児童虐待疑い事案に係る個人情報流出疑い事案の

調査及び関係職員の処分について 

    エ 【平成２８年３月 教育福祉委員会（第１９回）-０３月１７日-１９号】 

      ・児童養護施設「迦陵園」の現況及び前施設長の再逮捕について 

 

 ⑷ 審査請求人は，平成２９年５月７日に，本件処分を不服として，行政不服審査法第２

条の規定により，本件処分の取消しを求める審査請求をした。 

 

３ 審査請求の趣旨 

 

本件審査請求の趣旨は，本件処分の取消しを求めるというものである。 

 

４ 諮問庁の主張 

 

弁明書及び審査会での職員の説明によると，諮問庁の主張は，おおむね次のとおりであ

ると認められる。 

 

 ⑴ 本件公文書について 

   審査請求人が求めている公文書は，京都市会の常任委員会において，理事者が答弁を

行う際の材料を資料としてまとめた「Ｑ＆Ａ」（以下「Ｑ＆Ａ」という。）であり，当庁

関係者内の情報共有を行い，常任委員会における円滑な答弁を実現させる役割がある。 

   なお，Ｑ＆Ａについては，常任委員会までに関係者内で内容の確認をしっかりと行い，

必要な情報のみを記載しているところである。 

 

 ⑵ 条例第７条第１号，第２号，第４号及び第６号エに該当することについて 

  ア 平成２７年９月 教育福祉委員会（第９回）-０９月０９日-０９号分について 

   (ｱ) 本市が事案を知った時期に対する回答の一部については，公開することにより，

被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京都

市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｲ) 迦陵園への入所期間については，公開することにより，被害者の児童のプライバ

シーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第

１号に該当） 

(ｳ) 施設長と被害者の児童との間の具体的な性的行為については，公開することによ

り，被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京

都市情報公開条例第７条第１号に該当）
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   (ｴ) 「事案に対してどのような調査を行ってきたか」への回答の一部については，公

開することにより，被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非

公開とする。（京都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｵ) 事実確認に時間を要した理由に対する回答の一部については，公開することによ

り，被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京

都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｶ) 被害者の児童の氏名，生年月日，世帯構成，住所，虐待認定，迦陵園入所暦等に

ついては，公開することにより，当該児童のプライバシーを侵害するおそれがある

とともに，当該児童の生命，身体，財産等の保護，犯罪の予防及び捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれもあるため，非公開とする。（京都市

情報公開条例第７条第１号及び第４号に該当） 

   (ｷ) 施設長の生年月日，学歴及び職歴の一部については，公開することにより，施設

長のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京都市情報公開

条例第７条第１号に該当） 

 

  イ 平成２７年１１月 教育福祉委員会（第１２回）-１１月１１日-１２号分について 

   (ｱ) 本市が事案を知った時期に対する回答の一部については，公開することにより，

被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京都

市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｲ) 迦陵園への入所期間については，公開することにより，被害者の児童のプライバ

シーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第

１号に該当） 

   (ｳ) 施設長と被害者の児童との間の具体的な性的行為については，公開することによ

り，被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京

都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｴ) 「事案に対してどのような調査を行ってきたか」への回答の一部については，公

開することにより，被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非

公開とする。（京都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｵ) 事実確認に時間を要した理由に対する回答の一部については，公開することによ

り，被害者の児童のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京

都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｶ) 被害者の児童の氏名，生年月日，世帯構成，住所，虐待認定，迦陵園入所暦等に

ついては，公開することにより，当該児童のプライバシーを侵害するおそれがある

とともに，当該児童の生命，身体，財産等の保護，犯罪の予防及び捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれもあるため，非公開とする。（京都市

情報公開条例第７条第１号及び第４号に該当） 

   (ｷ) これまでの迦陵園での虐待の有無への回答の一部については，公開することによ
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り，迦陵園の事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害するものであるため，

非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第２号に該当） 

   (ｸ) 施設長の生年月日，学歴及び職歴の一部については，公開することにより，施設

長のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京都市情報公開

条例第７条第１号に該当） 

   (ｹ) 迦陵園の預り金の流れについては，公開することにより，被措置児童の財産の保

護に支障をもたらすとともに，迦陵園の事業活動上の地位を明らかに害するため，

非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第２号に該当） 

 

  ウ 平成２７年１２月 教育福祉委員会（第１３回）-１２月０４日-１３号分について 

   (ｱ) ●●氏の生年月日，採用年度，経歴については，●●氏のプライバシーを侵害す

るおそれがあるため，非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

   (ｲ)  ●●氏の勤務態度に対する回答の一部については，本市の公正かつ円滑な人事

の確保に支障を及ぼすおそれがあるため，非公開とする。（京都市情報公開条例第

７条第６号エに該当） 

   (ｳ) 京都市への公益通報に関する経過等に対する回答の一部については，公開するこ

とにより，通報者のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。（京

都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

 

  エ 平成２８年３月 教育福祉委員会（第１９回）-０３月１７日-１９号分について 

    「理事長の交代について，前理事長に責任を取らせたか否か」という質問に対する

回答の一部については，公開することにより，個人のプライバシーを侵害するおそれ

がある箇所のため，非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

 

  オ 審査請求人の反論に関して 

  （ア）審査請求人が主張する「「Ｑ＆Ａ」の記述は不正確で，欺瞞に満ちているため，非

公開の判断についても同様の論理で行われたものではないかとの疑念を抱かざる

を得ない。」に対しては，前述した４⑵ア，イ，ウ及びエのとおりであり，当庁の

非公開の判断はそれぞれ妥当と考える。 

  （イ）公開した資料に記載してある内容についての見解が述べられているが，当庁が非

公開とした理由に反論したものではなく，非公開に関する反論の論拠とはならない

と考える。 

 

 ⑶ 以上のとおり，本件処分に違法又は不当な点はない。 

 

５ 審査請求人の主張 

審査請求書及び反論書での審査請求人の説明によると，審査請求人の主張は，次のとお
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りである。 

 ⑴ そもそも市会の「Ｑ＆Ａ」とは，市民の代表である市会議員からの質問を想定し，そ

れに対する回答を準備するものであるので，そこに書かれている「回答」については，

全て公開を前提したもののはずである。 

   また，非開示となっている箇所の選択についても処分庁による恣意的な判断が強く疑

われる。 

 

 ⑵ 審査請求書においても指摘したとおり，「Ｑ＆Ａ」とは，市民の代表である市会議員

からの質問を想定し，それに対する回答を準備するものである。 

   市会議員から想定していたとおりの質問があれば，理事者は「Ｑ＆Ａ」に書かれた回

答を読み上げ，後日，そのやり取りは議事録に掲載される。議事録は京都市会のウェブ

サイトで公開されており，市会常任委員会自体，インターネットで生中継されている。 

   よって，「Ｑ＆Ａ」中の「回答」の部分については，全て公開を前提としたものであ

る。 

 

 ⑶ 「Ｑ＆Ａ」の記述は不正確で，欺瞞に満ちているため，非公開の判断についても，同

様の論理で行われたのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。 

 

⑷ 「迦陵園の特別監査に関するＱ＆Ａ」 

弁明書では「これまでの迦陵園での虐待の有無への回答の一部については，公開する

ことにより，迦陵園の事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害するものである

ため，非公開とする。」と，非公開の理由が述べられている。 

  しかし，「明らかに害する」と認められるには，「単なる抽象的な可能性（おそれ）

ではなく，保護に値する蓋然性が認められなければならない」はずである。 

  また，過去の迦陵園での虐待の有無は，「人の生命，身体，健康に危害が生じるおそ

れがある法人等の事業活動」の情報であり，「非公開として保護すべき法人等の利益よ

り，公開に対する公益上の必要性が優先する」ため，公開されなければならない。 

 

 ⑸ 「迦陵園預り金の流れ」 

   「迦陵園預り金の流れ」の黒塗りの箇所についても，５⑷と同様の理由で公開されな

ければならない。 

 

 ⑹ 「経済総務委員会Ｑ＆Ａ」の「Ⅰ 関係職員について」 

   弁明書では，「●●氏の勤務態度に対する回答の一部については，本市の公正かつ円滑

な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるため，非公開とする。」と説明されている。 

   しかし，「本市の公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある」と判断した

ことについての具体的な説明はない。
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   非公開とするためには，「支障等の内容について，具体的かつ蓋然性のある理由でなけ

れば」ならない。 

 

 ⑹ 「経済総務委員会Ｑ＆Ａ」の「Ⅳ 公益通報制度関係」 

   この黒塗りについては，「京都市への公益通報に関する経過等に対する回答の一部につ

いては，公開することにより，通報者のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非

公開とする。」と説明されている。 

   これについても，なぜ，「通報者のプライバシーを侵害するおそれがある」のかが全く

不明である。 

   ・・・・・公益通報の経過を公開することが・・プライバシーを侵害することになる

はずがない。 

   「平成２７年１０月■日」「同年１１月○日」などと具体的な日付を隠すのは，その方

が，・・都合が良いために他ならない。 

・・・・・。 

   ・・公益通報の経過などを公開することは，権力による，違法・不当・悪質な，公益

通報者への報復行為の事実を白日の下に晒すことにも繋がるため，・・有意義であるだ

けでなく，公益通報者保護制度，ひいては市民社会にとっても非常に重要であると考え

る。 

 

６ 審査会の判断 

 

当審査会は，諮問庁の主張及び審査請求人の主張を基に審議し，下記のとおり判断する。 

 

⑴ 本件公文書について 

審査請求人が求めている公文書は，京都市会の常任委員会において，理事者が答弁を

行うために諮問庁が作成したＱ＆Ａで，具体的には，以下の常任委員会における理事者

報告のために作成された公文書であると認められる。 

 

  ア 平成２７年９月 教育福祉委員会（第９回）-０９月０９日-０９号 

  イ 平成２７年１１月 教育福祉委員会（第１２回）-１１月１１日-１２号 

  ウ 平成２７年１２月 教育福祉委員会（第１３回）-１２月０４日-１３号 

  エ 平成２８年３月 教育福祉委員会（第１９回）-０３月１７日-１９号 

 

 ⑵ 本件処分について 

ア 京都市会の常任委員会における理事者報告の「Ｑ＆Ａ」の性格について

（ア）審査請求人は，次のとおり主張する。 

    ① そもそも市会の「Ｑ＆Ａ」とは，市民の代表である市会議員からの質問を想定
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し，それに対する回答を準備するものであるので，そこに書かれている「回答」

については，全て公開を前提したもののはずである。 

    ② 市会議員から想定していたとおりの質問があれば，理事者は「Ｑ＆Ａ」に書か

れた回答を読み上げ，後日，そのやり取りは議事録に掲載される。議事録は京都

市会のウェブサイトで公開されており，市会常任委員会自体，インターネットで

生中継されている。 

      よって，「Ｑ＆Ａ」中の「回答」の部分については，全て公開を前提としたもの

である。 

    ③ 「Ｑ＆Ａ」の記述は不正確で，欺瞞に満ちているため，非公開の判断について

も，同様の論理で行われたのではないかとの疑念を抱かざるを得ない。 

 

  （イ）諮問庁は，次のとおり主張する。 

      京都市会の常任委員会において，理事者が答弁を行う際の材料を資料としてま

とめた「Ｑ＆Ａ」であり，当庁関係者内の情報共有を行い，常任委員会における

円滑な答弁を実現させる役割がある。 

      なお，Ｑ＆Ａについては，常任委員会までに関係者内で内容の確認をしっかり

と行い，必要な情報のみを記載しているところである。 

 

  （ウ）当審査会は，「Ｑ＆Ａ」の性格について，双方の主張に争いがあることから，この

点を検討するため，諮問庁が非公開とした情報が記載されている「Ｑ＆Ａ」の提出

を受けて審議したところ，例えば，虐待被害を受けた児童の氏名などといった，一

見して明らかに個人のプライバシーを侵害するなどの理由から，条例上，非公開と

するべき情報が含まれていることを確認した。 

     このような事項については，そもそも常任委員会において答弁されるべき内容で

はないことは明らかであって，「Ｑ＆Ａ」そのものが，公文書公開制度上，当然に

全て公開とされるべきものとは認められない。 

 

  （エ）また，当審査会が諮問庁に確認したところ，Ｑ＆Ａとは，関係者が事案の概要等

を理解するに当たって，必要な情報を記載したものであり，常任委員会においてこ

の資料をそのまま読み上げるのではなく，常任委員会までに関係者内でこの資料を

基に，対外的に発言してはならない内容等をしっかり確認したうえで答弁するもの

であるとのことであった。常任委員会では，どのような質疑がなされるか分からな

い中で，実際に答弁を行う理事者等が，柔軟かつ適切に答弁することができるよう，

間接的に関係する情報についてもある程度網羅して記載したうえ，当該情報の中か

ら必要な内容を答弁するとしても何ら不自然な点はない。

 

  （オ）このことからすれば，諮問庁の主張に不自然な点は認められず，審査請求人の「「Ｑ



8 

＆Ａ」中の「回答」の部分については，全て公開を前提としたものである。」との

主張は認められない。 

 

イ 「迦陵園での虐待の有無への回答の一部」非公開について 

（ア）審査請求人は，次のとおり主張する。 

      弁明書では「これまでの迦陵園での虐待の有無への回答の一部については，公

開することにより，迦陵園の事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害す

るものであるため，非公開とする。」と，非公開の理由が述べられている。 

      しかし，「明らかに害する」と認められるには，「単なる抽象的な可能性（おそ

れ）ではなく，保護に値する蓋然性が認められなければならない。」はずである。 

      また，過去の迦陵園での虐待の有無は，「人の生命，身体，健康に危害が生じる

おそれがある法人等の事業活動」の情報であり，「非公開として保護すべき法人等

の利益より，公開に対する公益上の必要性が優先する」ため，公開されなければ

ならない。 

 

  （イ）諮問庁は，次のとおり主張する。 

      これまでの迦陵園での虐待の有無への回答の一部については，公開することに

より，迦陵園の事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害するものである

ため，非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第２号に該当） 

 

  （ウ）当審査会が，「事業活動上の地位その他正当な利益を明らかに害する」ことについ

て諮問庁に確認したところ，「京都市を含む各都道府県，政令指定都市，児童相談

所設置市については，毎年度，児童福祉法及び国の被措置児童等虐待対応ガイドラ

インに基づき，管内で年度内に発生した虐待件数や種別等を公表している。当該ガ

イドラインでは，公表の目的について，『都道府県等において被措置児童等の虐待

の状況を定期的かつ的確に把握し，その防止に向けた取組みを着実に進めることを

目的とするものであり，被措置児童等の虐待を行った施設名等を公表して施設に制

裁を与えるものではない』とされており，都道府県等での虐待の件数，内容，講じ

た措置，施設種別等について公表することとされている。」とのことである。 

 

（エ）被措置児童等の虐待の状況について，虐待件数等は公表されているものの，公表

の目的が施設に対する制裁ではなく，虐待のあった施設名等が公表されることを前

提とはしていないことや，また，迦陵園に係る過去の虐待に係る情報を公表するこ

とにより虐待被害児童，その他の入所児童へ大きな影響を与えることが容易に想定

されることからすれば，必ずしも公開に対する公益上の必要性が優先されるとはい

えず，施設のその後の運営，児童処遇に大きな支障が生じることのないよう，非公

開とした諮問庁の判断に不合理な点は認められない。 
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  ウ 「迦陵園預り金の流れ」非公開について 

  （ア）審査請求人は，次のとおり主張する。 

      「迦陵園預り金の流れ」の黒塗りの箇所についても，上記６⑵イ（ア）と同様

の理由で公開されなければならない。 

 

  （イ）諮問庁は，次のとおり主張する。 

      迦陵園の預り金の流れについては，公開することにより，被措置児童の財産の

保護に支障をもたらすとともに，迦陵園の事業活動上の地位を明らかに害するた

め，非公開とする。（京都市情報公開条例第７条第２号に該当） 

 

  （ウ）当審査会が非公開とされた当該箇所を確認したところ，そこには児童手当などと

いった迦陵園における預り金の流れについての記載が認められる。 

当該預り金の流れが明らかになると，どのような流れで誰がどのように当該預り

金を管理しているかの詳細な状況が公になるため，悪意のある第三者がこれを知る

こととなれば，迦陵園における被措置児童の財産の保護及び管理に支障が生じるお

それがあり，迦陵園の事業活動上の地位を明らかに害することが認められることか

ら，非公開とした諮問庁の判断に不合理な点は認められない。 

 

  エ 「●●氏の勤務態度に対する回答の一部」非公開について 

  （ア）審査請求人は，次のとおり主張する。 

弁明書では，「●●氏の勤務態度に対する回答の一部については，本市の公正か

つ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある」と説明されている。 

      しかし，「本市の公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある」と判

断したことについての具体的な説明はない。 

      非公開とするためには，「支障等の内容について，具体的かつ蓋然性のある理由

でなければ」ならない。 

 

  （イ）諮問庁は，次のとおり主張する。 

      ●●氏の勤務態度に対する回答の一部については，本市の公正かつ円滑な人事

の確保に支障を及ぼすおそれがあるため，非公開とする。（京都市情報公開条例第

７条第６号エに該当） 

 

  （ウ）当審査会が非公開とされた当該箇所を確認したところ，そこには当該職員に係る

人事評価に相当する記載が認められる。

職員の人事評価に相当する情報が明らかになると，職員の人事評価に際して，率

直な意見等に基づく評価を行うことに支障が生じるおそれがあり，公正かつ円滑な
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人事の確保に支障を及ぼすことが認められる。 

 

  （エ）このことからすれば，●●氏の勤務態度に対する回答の一部に関する情報は，条

例第７条第６号エに該当するものというべきであり，諮問庁の判断は，特に不合理

なものであるとは認められない。 

 

  オ 「公益通報に関する経過等に対する回答の一部」非公開について 

  （ア）審査請求人は，次のとおり主張する。 

      この黒塗りについては，「京都市への公益通報に関する経過等に対する回答の一

部については，公開することにより，通報者のプライバシーを侵害するおそれが

あるため，非公開とする。」と説明されている。 

      これについても，なぜ，「通報者のプライバシーを侵害するおそれがある」のか

が全く不明である。 

      ・・・・・公益通報の経過を公開することが・・プライバシーを侵害すること

になるはずがない。 

      「平成２７年１０月■日」「同年１１月○日」などと具体的な日付を隠すのは，

その方が，・・都合が良いために他ならない。 

      ・・・・・。 

・・公益通報の経過などを公開することは，権力による，違法・不当・悪質な，

公益通報者への報復行為の事実を白日の下に晒すことにも繋がるため，・・有意義

であるだけでなく，公益通報者保護制度，ひいては市民社会にとっても非常に重

要であると考える。 

 

  （イ）諮問庁は，次のとおり主張する。 

      京都市への公益通報に関する経過等に対する回答の一部については，公開する

ことにより，通報者のプライバシーを侵害するおそれがあるため，非公開とする。

（京都市情報公開条例第７条第１号に該当） 

 

（ウ）条例第７条第１号では「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって，個人が識別され，又は識別され得るもののうち，通常他

人に知られたくないと認められるもの」を，プライバシー情報として非公開にする

旨が規定されている。

「通常他人に知られたくないと認められるもの」に対象となる情報が該当するか

否かについては，一般の感受性を基準として，客観的に通常他人に知られたくない

ものであるか否かで判断すべきであって，請求者のいかんを問わず客観的に判断す

るため，たとえ対象となる情報が本人あるいは利害関係者のものであったとしても

第三者からの公開請求の場合と同様に情報自体の性質に照らし合わせて公開の可
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否を決しなければならない。 

 

  （エ）公益通報制度においては，通報者は自身の秘密が守られ，通報による不利益を受

けるおそれがないということを前提に，通報者が当該公益通報制度を利用している

ことからすれば，通報者の秘密が守られることは，客観的にみて，当該制度の利用

者にとって非常に重要であることは明らかである。 

 

  （オ）当審査会が，諮問庁が非公開としている公益通報に関する経過等に対する回答の

一部について確認したところ，当該箇所には，公益通報のあった日にち，調査結果

の報告があった日にち及び当該公益通報に関する一連の経過が記載されているこ

とが認められる。これらの事項が明らかになると，他の関連情報との結合等によっ

て通報者が特定される可能性が高く，当該通報者の秘密が保護されない結果を招く

おそれがある。 

 

  （カ）したがって，諮問庁が非公開とした情報は条例第７条第１号に該当するものと判

断する。 

 

 ⑶ 以上により，「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

 

（参 考） 

１ 審議の経過 

平成２９年 ６月 ７日 諮問 

      ７月 ７日 諮問庁からの弁明書の提出 

８月 １日 審査請求人からの反論書の提出 

９月２８日 諮問庁の職員の口頭理由説明（平成２９年度第６回会議） 

       １１月 ２日 審議（平成２９年度第７回会議） 

 

２ 本件諮問について調査及び審議を行った部会 

第１部会（部会長 佐伯 彰洋） 


